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(証券コード 4972)
2025 年６月６日

（電子提供措置の開始日2025年５月29日)
株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目29番５号

代表取締役社長 冨 田 幸 二
第77回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第77回定時株主総会を下記（次頁）のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事

項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載し
ておりますので、いずれかにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。
■ 当社ウェブサイト

https://www.sokenchem.com/jp/ir/shareholder/

■ 東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「綜研化学」または「コード」に
「4972」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にあ
る「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

■ 株主総会ポータルⓇ（三井住友信託銀行）
https://www.soukai-portal.net

（同封の議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、または上記ＵＲＬからウェブサイトに
アクセスのうえ、議決権行使書用紙に記載のＩＤ・初期パスワードをご入力いただき、ご確認く
ださい。）

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。
閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記（5頁以下）の株主総会参考書類をご検討いただきま
して、後記（3頁以下）の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025年６月24日
（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具
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記
1. 日 時 2025年６月25日（水曜日）午前10時 （受付開始 午前９時30分）
2. 場 所 東京都新宿区高田馬場一丁目29番９号 ＴＤビル３Ｆ

ワイム貸会議室 高田馬場
3. 会議の目的事項

報告事項
1．第77期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第77期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■ この招集ご通知は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、株主様へご

送付している招集ご通知には、法令および定款第17条の規定に基づき、連結計算書類の連結注記表および計
算書類の個別注記表を記載しておりません。したがいまして、この招集ご通知に記載している連結計算書類
および計算書類は、監査役および会計監査人が監査報告を作成するに際し監査をした書類の一部であります。

■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）および株主総会ポータル（三井住友信託銀行）にその旨、修正前および修正後
の事項を掲載いたします。

■ 本株主総会につきましては、株主様からの書面交付請求の有無にかかわらず、一律に株主総会資料をご送付
いたしました。次回以降の株主総会では、株主総会資料の一部について、法令および定款により認められる
範囲におきまして、ウェブサイトのみでの提供とさせていただく可能性がございます。次回以降の株主総会
についても引き続き株主総会資料の送付を希望される株主様は、当社株主名簿管理人（三井住友信託銀行）
または株主様が口座を開設されている証券会社にお申し出くださいますようお願いいたします。



議決権行使についてのご案内
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インターネットによる議決権行使の場合

行使期限 2025年６月24日（火曜日）午後５時30分まで
インターネットによる議決権行使は、次のいずれかの方法によって可能です。
① スマートフォン等による議決権行使方法
② ＰＣ等による議決権行使方法 詳細は次頁をご参照ください。
１ インターネットをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご

負担となります。
２ パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑

や暗証番号と同様に、大切にお取り扱いください。
３ パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、

画面の案内に従ってお手続ください。
４ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本株主総会に限り有効です。

書面による議決権行使の場合

行使期限 2025年６月24日（火曜日）午後５時30分必着
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。なお、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも
のとして取り扱わせていただきます。

議決権行使のお取り扱い
■ 書面とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効として取り扱わせていただきます。
■ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効として取り扱わせていただきます。

株主総会会場での議決権行使の場合

日 時 2025年６月25日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

この招集ご通知をご持参のうえ、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。
当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名に委任すること
ができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。



❶  議決権行使書用紙に記載のQR
コードを読み取ります。

❷  株主総会ポータルトップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸  スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

株主総会ポータルURL
▶https://www.soukai-portal.net

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログイン
ID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力 
ください。

PC等による議決権行使方法

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため�
ご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート�
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項

「議決権行使へ」をクリック！

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年６月24日（火）午後５時30分まで
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株主総会参考書類
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第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つと考え、長期的かつ安定的な配当を実
現することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開および内部留

保の状況等を総合的に勘案し、普通配当を前期から30円増配し、以下のとおり１株当たり125
円といたしたいと存じます。

(1)配当財産の種類 金銭といたします。

(2)配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株当たり125円(前期から30円増配)
総額1,036,251,375円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月26日

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま
す。 当期の期末配当につきましては、配当基準日が2025年３月31日となりますので、
当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。
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第２号議案 取締役７名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（７名）が任期満了となります。つきましては、取締役７
名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位・担当 取締役会

出席状況

１ 冨
とみ

田
た

幸
こう

二
じ

再 任 代表取締役社長 100％
（18回／18回）

２ 滝
たき

澤
ざわ

清
きよ

隆
たか

再 任 取締役 94％
（17回／18回）

3 岡
おか

本
もと

秀
しゅう

二
じ

再 任 取締役 100％
（18回／18回）

4 蓮
はす

井
い

崇
たか

文
ふみ

再 任 取締役（兼）狭山事業所長
（兼）綜研テクニックス㈱取締役

100％
（18回／18回）

5 布施
ふ せ

木
ぎ

孝
たか

叔
よし 再 任

社 外
独 立

社外取締役 100％
（18回／18回）

6 泉
いずみ

弘
ひろ

毅
き 再 任

社 外
独 立

社外取締役 100％
（13回／13回）

7 浅
あさ

野
の

恵
けい

子
こ 新 任

社 外
独 立

―

（注）1. 上記の取締役会の開催回数には、会社法第370条および当社定款第25条第４項の規定に基づき、
取締役会決議があったものとみなす書面決議を含んでおりません。

2. 泉弘毅氏の出席状況は、2024年６月26日の就任後に開催された取締役会への出席状況でありま
す。

3. 浅野恵子氏の戸籍上の氏名は染谷恵子です。



株主総会参考書類
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候 補 者
番 号 １ 冨

と み

田
た

幸
こ う

二
じ

再 任

■ 生年月日：1969年8月8日生（満55歳） ■ 所有する当社の株式数：26,648株
■ 取締役会への出席状況：100％（18回／18回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1992年４月 当社入社 2020年 4 月 上席執行役員 ケミカルズ事業統括 新規事業企画部長
2013年 4 月 寧波綜研化学有限公司 技術総監 2021年 6 月 取締役 上席執行役員 ケミカルズ事業統括
2016年 4 月 粘着・機能樹脂部長 2021年10月 取締役 上席執行役員 ケミカルズ統括、新規事業管掌
2017年 4 月 執行役員 粘着・機能樹脂部長 2023年 6 月 取締役 ケミカルズ・新規事業管掌
2019年４月 執行役員 粘着・機能樹脂事業本部長 2024年 6 月 代表取締役社長（現任）

■ 取締役候補者とした理由
冨田幸二氏は、当社の研究開発部門に長く携わり、中国子会社での技術責任者の経験を有し、取締役に就任

後は、ケミカルズの事業全般を統括する役割を担い、事業戦略を牽引するとともに、新規事業開発にも尽力し
てまいりました。代表取締役社長に就任後は、強いリーダーシップを発揮し、経営執行の最高責任者としての
職責を果たしております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上を実現するために適切な人材と
判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候 補 者
番 号 ２ 滝

た き ざ わ

澤 清
き よ た か

隆 再 任

■ 生年月日：1964年７月29日生（満60歳） ■ 所有する当社の株式数：36,720株
■ 取締役会への出席状況：94％（17回／18回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
2001年４月 当社入社 2020年 4 月 取締役 執行役員 管理本部長
2012年４月 経営管理部長 2021年 6 月 常務取締役 執行役員 管理本部長
2016年４月 執行役員 経営管理部長 2021年10月 常務取締役 経営企画・管理管掌
2018年４月 執行役員 総務人事担当 経営管理部長 2023年 6 月 専務取締役 経営企画・管理管掌
2019年４月 執行役員 管理本部長（兼）経営管理部長 2024年 6 月 取締役（現任）
2019年６月 取締役 執行役員 管理本部長（兼）経営管理部長

■ 取締役候補者とした理由
滝澤清隆氏は、当社の経理財務・経営企画部門に長く携わり、執行役員に就任後は、経営企画・管理部門の

業務全般を統括する役割を担ってまいりました。取締役に就任後は、経営執行における豊富な経験と知見を活
かし、経営戦略の策定・推進、コーポレートガバナンス体制の強化に尽力しております。今後も当社グループ
の持続的な成長と企業価値向上の実現に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号 ３ 岡

お か

本
も と

秀
しゅう

二
じ

再 任

■ 生年月日：1967年12月12日生（満57歳） ■ 所有する当社の株式数：25,244株
■ 取締役会への出席状況：100％（18回／18回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1990年４月 当社入社 2017年４月 執行役員 研究開発センター長
2010年 1 月 機能性材料部長 2019年４月 執行役員 研究開発本部長
2011年４月 機能性材料部長（兼）微粉体部長 2021年10月 上席執行役員 技術統括
2013年 4 月 プロジェクト推進室長 2022年 6 月 取締役 上席執行役員 技術総括
2014年 4 月 研究開発センター 第二開発室長 2023年 6 月 取締役 研究開発・技術管掌
2015年４月 研究開発センター長 2024年６月 取締役（現任）

■ 取締役候補者とした理由
岡本秀二氏は、当社の研究開発や事業部門の責任者として、研究開発・技術開発部門を統括する役割を担っ

てまいりました。取締役に就任後は、将来を見据えた製品開発力の強化や革新的技術の獲得、先進的生産プロ
セス開発など、研究開発・技術戦略の実現に尽力しております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価
値向上の実現に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候 補 者
番 号 4 蓮

は す

井
い

崇
た か

文
ふ み

再 任

■ 生年月日：1969年１月20日生（満56歳） ■ 所有する当社の株式数：19,250株
■ 取締役会への出席状況：100％（18回／18回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1995年４月 当社入社 2019年４月 執行役員 樹脂生産本部長
2009年１月 加工製品本部加工製品営業部長 2020年 6 月 執行役員 樹脂生産本部長(兼)浜岡事業所長
2010年１月 加工製品部長 2021年10月 上席執行役員 生産統括(兼)浜岡事業所長
2012年４月 経営管理部次長 2022年 6 月 取締役 上席執行役員 生産統括(兼)狭山事業所長
2014年４月 総務人事部次長 2023年 6 月 取締役 生産・品質保証管掌(兼)狭山事業所長
2015年４月 購買部長 2023年11月 取締役 生産・品質保証、装置システム事業管掌(兼)狭山事業所長
2016年 4 月 樹脂生産部長 2024年 6 月 取締役(兼)狭山事業所長(兼)綜研テクニックス㈱取締役（現任）
2017年 4 月 執行役員 購買担当 樹脂生産部長

■ 取締役候補者とした理由
蓮井崇文氏は、当社の生産および事業部門の責任者として、生産・購買・品質管理部門を統括する役割を担

い、将来を見据えたグループ生産供給体制の構築、安全・品質管理の高度化など生産戦略の実現に尽力してま
いりました。取締役に就任後は、グループ全体の安全管理体制の強化とともに、生産効率化や品質向上に貢献
しております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に必要な人材と判断し、引き続き取
締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号 5 布施

ふ せ

木
ぎ

孝
た か

叔
よ し 再 任

社 外

独 立

■ 生年月日：1955年３月３日生（満70歳） ■ 所有する当社の株式数：0株
■ 取締役会への出席状況：100％（18回／18回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1976年９月 監査法人辻監査事務所入所 2017年 6 月 当社社外監査役
1983年３月 公認会計士登録 2017年 9 月 リファインバース株式会社 社外取締役
1988年８月 中央新光監査法人 社員 2018年６月 株式会社アルファシステムズ 社外監査役
1997年８月 中央監査法人 代表社員 2021年６月 当社社外取締役（現任）
2007年 7 月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2022年 6 月 株式会社アルファシステムズ 社外取締役（現任）
2017年６月 株式会社早稲田アカデミー 社外取締役（監査等委員）（現任）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
布施木孝叔氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありま

せんが、公認会計士としての専門的な知識と長年にわたる監査法人での豊富な経験、コンプライアンスや内部
統制に関する高い見識を活かし、取締役会において経営全般に対する的確かつ有益な助言・提言をいただいて
おります。また、コンプライアンス委員会の委員長ならびに指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務
め、独立した客観的な立場から当社の経営の透明性の維持・向上に寄与いただいており、引き続き経営に対す
る監督と助言・提言をいただくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。

候 補 者
番 号 6 泉

いずみ

弘
ひ ろ

毅
き 再 任

社 外

独 立

■ 生年月日：1957年７月21日生（満67歳） ■ 所有する当社の株式数：0株
■ 取締役会への出席状況：100％（13回／13回）
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1980年４月 全日本空輸株式会社入社 2015 年 4 月 全日本空輸株式会社 上席執行役員
2010年 4 月 ANAテクノアビエーション株式会社 取締役 ANAウイングス株式会社 代表取締役社長
2011年 4 月 全日空整備株式会社 代表取締役社長 2019 年 6 月 株式会社AIRDO 代表取締役副社長
2012年10月 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社 代表取締役社長 2021 年 4 月 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社 顧問
2013年 4 月 全日本空輸株式会社 執行役員

ANAウイングス株式会社 代表取締役社長
2024 年 6 月 当社社外取締役（現任）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
泉弘毅氏は、上場企業における長年の勤務を通じて培った安全・品質管理分野での豊富な知見と企業経営の

経験を活かし、取締役会において経営全般に対する的確かつ有益な助言・提言をいただいております。また、
指名諮問委員会および報酬諮問委員会ならびにコンプライアンス委員会の委員を務め、独立した客観的な立場
から当社の経営の透明性の維持・向上に寄与いただいており、引き続き経営に対する監督と助言・提言をいた
だくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号 7 浅

あ さ

野
の

恵
け い

子
こ

（戸籍上の氏名：染谷恵子）
新 任

社 外

独 立

■ 生年月日：1963年５月24日生（満62歳） ■ 所有する当社の株式数：0株
■ 取締役会への出席状況：―
■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1986年 1 月 東芝コンポーネンツ株式会社入社 2004 年 3 月 ルミナスジャパン株式会社入社
1993年 3 月 日本モトローラ株式会社入社 2004 年12月 フェラガモジャパン株式会社入社
1998年 4 月 クライスラーファイナンシャルジャパン株式会社入社 2011 年12月 ムンタース株式会社入社
1999年11月 モトローラジャパン株式会社入社 2016 年 4 月 ムンタース株式会社 代表取締役（現任）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
浅野恵子氏は、事業会社における長年の勤務を通じて培った財務・人事分野での豊富な知見とグローバルな

企業経営の経験を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行い、企業価値向上に寄与し
ていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者が所有する当社の株式数は、2025年３月31日現在のものであります。また、各取締

役候補者が所有する当社の株式数には、綜研化学役員持株会における持分が含まれております。
3. 布施木孝叔氏、泉弘毅氏および浅野恵子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 布施木孝叔氏および泉弘毅氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時を

もって布施木孝叔氏が４年、泉弘毅氏が１年となります。
5. 当社は、布施木孝叔氏および泉弘毅氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。
6. 当社は、浅野恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予

定であります。
7. 当社は現在、布施木孝叔氏および泉弘毅氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令に定め

る最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認され
た場合、当社は、布施木孝叔氏および泉弘毅氏との間で責任限定契約を継続し、浅野恵子氏との間で
も、新たに責任限定契約を締結する予定であります。

8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に伴う行為
に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填すること
としております。本議案が原案どおり承認された場合、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者
に含められることとなり、被保険者の保険料負担はありません。なお、次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。

9. 当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。各取締
役候補者が所有する当社の株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役泉浦伸行氏および監査役安田恵氏は任期満了となります。つ

きましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

安
や す

田
だ

恵
めぐみ 再 任

社 外

独 立

■ 生年月日：1973年１月21日生（満52歳） ■ 所有する当社の株式数：0株
■ 取締役会への出席状況：100％（18回／18回） ■ 監査役会への出席状況：100％（13回／13回）
■ 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
1999年10月 中央監査法人入所 2021年 6 月 当社社外監査役（現任）
2004年４月 公認会計士登録 2022年 4 月 気象庁入札監視委員（現任）
2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2023年 4 月 昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科 客員准教授（現任）
2008年 7 月 清泉監査法人入所 2023年 9 月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役（現任）
2016年 7 月 安田恵公認会計士事務所 所長（現任） 2024年 6 月 エイベックス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 4 月 昭和女子大学 非常勤講師 2025年 4 月 明治学院大学 非常勤講師（現任）

■ 社外監査役候補者とした理由
安田恵氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与された経験はありま

せんが、公認会計士としての専門的な知識と長年にわたる監査法人での経験、内部統制に関する知見を有して
おり、取締役会および監査役会にて的確かつ有益な意見をいただいております。引き続き同氏の専門的な知見
を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
（注）1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 安田恵氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、安田恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており

ます。
4. 安田恵氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま

す。
5. 本議案が原案どおりに承認された場合、当社は、安田恵氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任

を法令に定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案ど
おり承認された場合、当社は、安田恵氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に伴う行為
に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填すること
としております。本議案が原案どおり承認された場合、監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に
含められることとなり、被保険者の保険料負担はありません。なお、次回更新時においても同内容で
の更新を予定しております。
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ご 参 考
【取締役・監査役候補者の指名方針および手続き】

当社の取締役会は、事業内容や事業規模、経営環境の変化などを踏まえた迅速かつ的確な意
思決定と実効性の高い監督機能を確保するため、国籍や性別、年齢等に捉われることなく、当
社グループの事業活動や業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験や高度な専門性を有する
社外取締役で構成するものとし、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性
と適正規模の両立に配慮して取締役候補者を指名しております。
また、監査役会については、社内事情に精通した社内監査役と財務・会計・法務等に関する

高度な専門知識を有する社外監査役で構成するものとし、公正かつ客観的な立場から取締役の
職務執行の監査を行い、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を有しているかなどを
考慮して監査役候補者を指名しております。
なお、取締役・監査役候補者の指名に当たっては、指名手続きの透明性・客観性を確保する

ため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半数を占める指名諮問委員会において指
名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決
定しております。

【社外役員の独立性に関する基準】
当社は、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、以下の項目のいず

れかに該当する場合は独立性を有しないものと判断しております。
(1) 現在または過去10年間において当社および当社の子会社（以下、当社グループという）

の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、その他の使用人）であった者
なお、社外監査役については、当社グループの非業務執行取締役であった者も含む

(2) 当社の主要株主（直近事業年度末における議決権保有割合が総議決権数の10％以上を有
する者。当該主要株主が法人である場合は、その親会社および子会社を含む業務執行者）、
または当社グループが主要株主である会社等の業務執行者

(3) 当社グループの主要な取引先（直近事業年度における年間連結売上高の2％を超える支払
を当社グループに行っていた取引先）またはその業務執行者

(4) 当社グループを主要な取引先とする者（直近事業年度における年間連結売上高の2％を超
える支払を当社グループから受けていた者）またはその業務執行者

(5) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（直近事業年度末における借入金残高
が連結総資産の2％を超える借入先）またはその業務執行者

(6) 当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える額の金銭その他財産を得ている
コンサルタント、会計・税務専門家または法律専門家（法人、組合等の団体の場合は、当
該団体に所属する者）
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(7) 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
(8) 当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（法人、団体等の場合はそ

の業務執行者）
(9) 上記(2)から(8)のいずれかに現在または過去3年間において該当していた者
(10)上記(1)から(9)のいずれかに該当する者（ただし、業務執行取締役、執行役員等の重要な

者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
(11)その他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たす

ことができない事由を有する者

【本株主総会終了後の役員の構成（予定）】

氏名 企業経営
営業

マーケティ
ング

技術
研究開発

生産
品質管理

財務
会計

法務
リスク管理

人事
人材開発 海外事業

取
締
役

冨 田 幸 二 ● ● ● ●

滝 澤 清 隆 ● ● ● ●

岡 本 秀 二 ● ●

蓮 井 崇 文 ● ● ● ● ●

布施木 孝叔* ● ●

泉 弘 毅 * ● ● ●

浅野 恵子* ● ● ● ●

監
査
役

野 村 明 ● ● ●

安 田 恵 * ●

松本 真輔 * ●

（注）1．上記一覧表は各役員が有する全ての知見や経験等を表すものではありません。
2．「*」は独立・社外役員であることを示しております。

以上
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1. 企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過およびその成果
当期における経済情勢は、総じて景気の緩やかな回復基調が続く一方で、中国の景気減

速、主要国の物価動向や金融政策の動向、不安定な為替相場、ウクライナ・中東情勢の長
期化に伴う地政学リスクの高まりによる影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続
きました。
このような状況のもと、当社グループは、液晶ディスプレイ関連の需要拡大が進む中国

市場での競争力強化、シェア拡大に注力するとともに、自動車や情報・電子分野など成長
期待分野での新規用途・顧客開拓を推進し、安定収益基盤の拡大と収益性の向上を図って
まいりました。また、非アクリル製品の開発・販売やバイオマス材料・製品開発の基盤技
術構築、新たな海外事業地域の探索などを推進し、環境変化に強い事業構造への転換に向
けた事業領域の創出に取り組んでまいりました。
当期の業績につきましては、中国に液晶ディスプレイ産業の生産集約が進むなか、中国

市場における粘着剤製品の販売が伸長したことなどにより、売上高は476億33百万円
（前期比15.3％増）となりました。

利益面につきましても、粘着剤製品の増販効果が大きく寄与し、営業利益は63億47百
万円（前期比65.8％増）、経常利益は63億39百万円（前期比62.2％増）、親会社株主に帰
属する当期純利益は43億78百万円（前期比66.5％増）となりました。

売 上 高 47,633 百万円
（前期比15.3％増）

経常利益 6,339 百万円
（前期比62.2％増）

営業利益 6,347 百万円
（前期比65.8％増）

親会社株主
に帰属する
当期純利益

4,378 百万円
（前期比66.5％増）



94.3％
売上高構成比

37,533
44,913

売上高（単位：百万円）

第76期 第77期

5.7％
売上高構成比

売上高（単位：百万円）

第76期 第77期

3,784

2,720

ご参考 商品ユニット別売上高構成比

装置システム

5.7％　2,720百万円
加工製品

14.7％　6,992百万円

粘着剤

67.1％　31,972百万円
微粉体

3,002百万円

特殊機能材

6.2 2,944百万円

6.3％　

％
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セグメント情報
ケミカルズ
■ 事業内容
粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品等の開発、製造、販売

ケミカルズの売上高は449億13百万円（前期比19.7％増）となりました。
製品別の状況は、以下のとおりです。
粘着剤関連製品は、中国市場での液晶ディスプレイ関連用途の販売数量が大

幅に増加したことなどにより、売上高は319億72百万円（前期比18.9％増）
となりました。
微粉体製品は、中国市場での光拡散用途や情報・電子分野での販売数量が増

加したことなどにより、売上高は30億2百万円（前期比17.9％増）となりまし
た。
特殊機能材製品は、中国市場での電子材料用途の需要が回復傾向にあるなか

販売数量が増加したことにくわえ、採算是正の効果などもあり、売上高は29億
44百万円（前期比13.4％増）となりました。
加工製品は、中国市場での機能性粘着テープの販売が自動車、情報・電子な

どの注力分野において増加したことなどにより、売上高は69億92百万円（前
期比27.0％増）となりました。

装置システム
■ 事業内容
装置・システムの販売、生産システムのエンジニアリング、
プラントのメンテナンス、熱媒体油の輸入販売

装置システムについては、熱媒体油の販売が増加したものの、設備関連の一
部案件の工期変更等により工事完成高が減少し、売上高は27億20百万円（前
期比28.1％減）となりました。
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（2）設備投資等の状況
当期は、生産能力増強、安全環境対策、維持更新等に総額19億63百万円の設備投資を

行いました。

（3）資金調達の状況
当期中における所要資金については、自己資金と借入金により調達いたしました。

（4）対処すべき課題
当社グループは、激変する事業環境の中で、安定的かつ持続的な利益成長を果たすため

に、環境変化に強い事業構造への転換が不可欠との認識にたち、2023年度を初年度とす
る3カ年の中期経営計画「Advance 2025」に取り組んでおります。
Advance 2025では、独自の技術・製品開発力を磨き、環境・社会課題の解決を志向

した事業領域の創出と事業構造の変革により、新たな成長軌道を築き、社会の発展ととも
に成長し続ける企業集団を目指し、以下の課題に取り組んでおります。

❶既存事業による安定収益基盤の拡大と収益性の改善
液晶ディスプレイ関連の需要拡大に応じた生産・供給体制の強化と合理化を追求する

とともに、自動車や情報・電子デバイスなど成長分野での新たなニーズ獲得、環境負荷
低減製品の拡充を図るために販売・開発体制を再編・強化する。

❷事業構造改革に向けた次世代事業領域の創出
次世代の新たな事業領域を創出するために、バイオマス材料・製品開発の基盤技術の

確立、革新的な生産プロセス技術の開発、新たな海外事業地域の探索・推進体制の構築
などに注力する。

❸サステナビリティ経営の推進
次世代を担う多様な人材の活躍・成長を促す人事制度改革、脱炭素・循環型社会への

貢献、環境変化に応じたリスク管理・コンプライアンスの高度化、生産性向上と新たな
価値創造に繋がるデジタル技術導入など、サステナビリティ経営推進体制を構築する。

当社グループは、これらの課題に取り組むことで、環境変化に新たな成長の機会を見出
し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしてまいります。
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（5）財産および損益の状況の推移
(単位：百万円)

区 分 第74期
2021/４〜2022/３

第75期
2022/４〜2023/３

第76期
2023/４〜2024/３

第77期(当期)
2024/４〜2025/３

売 上 高 38,638 38,129 41,318 47,633
経 常 利 益 2,744 2,169 3,909 6,339
親会社株主に帰属する当期純利益 2,040 1,436 2,629 4,378
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 123円74銭 86円96銭 158円84銭 264円18銭
総 資 産 45,582 47,275 50,582 54,114
純 資 産 28,348 29,977 32,735 38,003
1 株 当 た り 純 資 産 1,717円84銭 1,813円17銭 1,976円40銭 2,292円11銭
（注）1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益および１株当

たり純資産は、銭未満を四捨五入して表示しております。
2. 当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当

たり当期純利益および１株当たり純資産については、第74期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して算出しております。

3. 各期の主な変動要因は、次のとおりであります。
第74期……ケミカルズでは、中国市場を中心に需要拡大が続く液晶ディスプレイ関連用途向けの販

売が伸びたことなどにより、売上高は前期比20.9％増となりました。装置システムに
ついては、資材価格の高騰や調達難など厳しい受注環境にあったものの、大型設備工事
案件の工事完成高の増加などにより、売上高は前期比38.3％増となりました。

第75期……ケミカルズでは、液晶ディスプレイ関連用途向けの販売が生産調整の影響を受け減少し
たことなどにより、売上高は前期比0.8％減となりました。装置システムについては、
国内設備投資が堅調に推移したものの、設備関連の工事完成高が減少したことにより、
売上高は前期比5.5％減となりました。

第76期……ケミカルズでは、液晶ディスプレイ関連の需要が回復傾向で推移するなか、中国市場を
中心に販売数量が増加したことなどにより、売上高は前期比10.6％増となりました。
装置システムについては、設備関連の受注は堅調に推移したものの、熱媒体油の販売が
需要低迷の影響を受けて減少したことにより、売上高は前期比9.4％減となりました。

第77期……前記の「(1)事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。



（当期）

売上高 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円） １株当たり当期純利益 （単位：円）

第77期
（当期）

第76期第75期第74期 第77期
（当期）

第76期第75期第74期

第77期
（当期）

第76期第75期第74期 第77期第76期第75期第74期

38,638

2,744

2,040 123.74

38,129

2,169

1,436 86.96

2,629

41,318

158.84

3,909

4,378

47,633

264.18

6,339
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（6）重要な子会社の状況（2025年３月31日現在）
①重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

綜研テクニックス株式会社 50百万円 100％
装置・システムの販売、生産システムのエンジ
ニアリング、プラントのメンテナンスおよび熱
媒体油の輸入販売

綜研化学（蘇州）有限公司 6,100千米ドル 100％ 特殊機能材、微粉体および粘着剤の製造販売

寧波綜研化学有限公司 7,400千米ドル 100％ 加工製品および粘着剤の製造販売

Soken Chemical Asia Co., Ltd. 500,000千タイバーツ 100％ 加工製品および粘着剤の製造販売

綜研高新材料（南京）有限公司 27,400千米ドル 100％ 粘着剤の製造販売

②特定完全子会社の状況
該当する事項はありません。

（7）主要な営業所および工場（2025年３月31日現在）
①当社
本社（東京都豊島区）
狭山事業所（埼玉県狭山市）
浜岡事業所（静岡県御前崎市）

②子会社
綜研テクニックス株式会社（東京都豊島区）
綜研化学（蘇州）有限公司（中国）
寧波綜研化学有限公司（中国）
Soken Chemical Asia Co., Ltd.（タイ）
綜研高新材料（南京）有限公司（中国）
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（8）従業員の状況（2025年３月31日現在）
①企業集団の従業員数

従 業 員 数 前期末比増減
1,114名 3名増

（注）上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

②当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

357名 10名減 40.0才 14.4年
（注）1. 上記従業員数には、関係会社への出向者32名を含んでおりません。

2. 上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

（9）主要な借入先
借 入 先 借入金残高

株式会社みずほ銀行 1,705百万円
株式会社三井住友銀行 1,092百万円
株式会社三菱UFJ銀行 913百万円
三井住友信託銀行株式会社 300百万円
株式会社埼玉りそな銀行 100百万円

（注）1. 上記の借入金残高には、借入先の海外現地法人からの借入を含みます。
2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



■
■
■
■
■

 金融機関
 証券会社
 その他の法人
 外国法人等
 個人その他

ご参考 所有者別株式分布状況

（自己株式 9,989株を含む。）

4.7％11.0％

21.3％

47.3％

15.7％
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2. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）
（１）発行可能株式の総数

33,200,000 株
（２）発行済株式の総数

8,300,000 株
（自己株式9,989株を含む。）

（３）株主数

5,425 名
（前期末比1,106名増）

（４）大株主
株 主 名 持 株 数 持株比率

東京中小企業投資育成株式会社 333,000株 4.02%
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 250,500 3.02
光通信株式会社 226,200 2.73
綜研化学従業員持株会 223,198 2.69
YUANTA SECURITIES CO., LTD‐RETAIL ACCOUNT 183,800 2.22
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 175,300 2.11
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC 166,700 2.01
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 163,448 1.97
木村 陽子 153,000 1.85
吉田 喜一 141,000 1.70

（注）1. 持株比率は、小数第２位未満を四捨五入して表示しております。
2. 持株比率は、自己株式9,989株を控除して計算しております。

（５）当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 8,500株 4名
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3. 会社役員に関する事項（2025年３月31日現在）
（1）取締役および監査役の状況

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況等
代表取締役社長 冨 田 幸 二
取 締 役 滝 澤 清 隆
取 締 役 岡 本 秀 二
取 締 役 蓮 井 崇 文 狭山事業所長(兼)綜研テクニックス㈱取締役
取 締 役 神 山 健次郎

取 締 役 布施木 孝 叔 株式会社早稲田アカデミー 社外取締役(監査等委員)
株式会社アルファシステムズ 社外取締役

取 締 役 泉 弘 毅
常 勤 監 査 役 野 村 明
常 勤 監 査 役 泉 浦 伸 行

監 査 役 安 田 恵

安田恵公認会計士事務所 所長
気象庁入札監視委員
昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授
株式会社物語コーポレーション 社外監査役
エイベックス株式会社 社外取締役(監査等委員)

監 査 役 松 本 真 輔
中村・角田・松本法律事務所 パートナー
ビートレンド株式会社 社外監査役
小林製薬株式会社 社外取締役

（注）1. 取締役神山健次郎、布施木孝叔および泉弘毅の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ
ります。

2. 監査役安田恵および松本真輔の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役神山健次郎、布施木孝叔および泉弘毅ならびに監査役安田恵および松本真輔の各氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役安田恵氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
5. 取締役泉弘毅氏は、2024年6月26日開催の第76回定時株主総会で新たに取締役に選任され、就任い

たしました。
6. 取締役福田純一郎氏および土屋淳氏は、2024年6月26日開催の第76回定時株主総会終結の時をもっ

て任期満了により退任いたしました。
7. 監査役安田恵氏は、2024年6月21日付でエイベックス株式会社社外取締役(監査等委員)に就任いたし

ました。
8. 監査役松本真輔氏は、2025年3月28日付で小林製薬株式会社社外取締役に就任いたしました。
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(2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低責任限度

額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執

行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により
補填することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社および当社子会社の取締役および監査役であり、被保険

者の保険料負担はありません。

（4）当期に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいま
す。）を定めており、その概要は以下のとおりです。

取締役の報酬の基本方針は、当社の取締役としての役割・責務を全うできる優秀な人
材を確保・維持できる水準としつつ、短期業績目標の達成および中長期的な企業価値の
向上を動機づけるインセンティブ連動を重視した報酬とし、具体的には下記ア.およびイ.
記載の報酬構成としております。また、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の審
議を経て決定することにより、客観性および透明性を確保しております。

ア. 取締役の報酬（社外取締役を除く。）
月例の基本報酬、該当年度の業績に連動する賞与および株式報酬（譲渡制限付株
式付与のための報酬）とする。

イ. 社外取締役の報酬
基本報酬のみとする。
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当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経済・社会情勢、従業員給与との
バランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の職責に応じて決定しておりま
す。
業績連動報酬等としての賞与については、該当年度の経営成績の評価指標である連結

経常利益に一定の割合を乗じて算出した金額に、目標達成度等を考慮し、役位および業
績貢献度に応じて配分額を決定しております。
非金銭報酬等としての株式報酬は、譲渡制限付株式付与のための報酬とし、その支給

金額は、その目的を踏まえた相当と考えられる金額を各取締役の職責に応じて決定して
おります。具体的な支給方法は、当該報酬の割当対象となる取締役に対して譲渡制限付
株式付与のための金銭債権を支給し、当該取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財
産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとしておりま
す。
報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属

する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定しております。
また、決定方針は、報酬諮問委員会の答申に基づいて、取締役会が決定しております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2006年６月27日開催の第58回定時株主総会において年額

216百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は
10名です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会におい

て、取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式付与のための報
酬）の額を年額40百万円以内、これにより付与される株式数の上限を年20,000株と決
議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役（社外取締役を除く。）の員数
は５名です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年６月27日開催の第58回定時株主総会において年額

60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は４
名です。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会が原案について

決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、取締役会としてもそ
の答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

184
（21）

113
（21）

47
（−）

24
（−）

9
（4）

監査役
（うち社外監査役）

40
（12）

40
（12）

−
（−）

−
（−）

4
（2）

（注）1. 業績連動報酬等として取締役（社外取締役を除く。）に対し賞与を支給しております。なお、その金額
算定の基礎として選定した業績指標は、「①取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項」に
記載のとおり、連結経常利益であります。また、当期を含む連結経常利益の推移は、「１．(5)財産およ
び損益の状況の推移」に記載のとおりであります。

2. 非金銭報酬等として取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給し
ております。

3. 業績連動報酬等および非金銭報酬等の金額は、それぞれ当期中に費用計上したものを記載しておりま
す。

4. 上記には、2024年6月26日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名が含まれ
ております。
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（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
該当する事項はありません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係
該当する事項はありません。

③当期における主な活動内容および期待される役割に関して行った職務の概要
氏 名 出席会議および出席状況 主な活動内容および期待される役割に関して行った職務の概要

神山 健次郎
（社外取締役）

取締役会18回/18回
指名諮問委員会5回/5回
報酬諮問委員会2回/2回
コンプライアンス委員会4回/4回

当期に開催された取締役会の全てに出席し、広報・ＩＲ分野に
おける豊富な知見と企業経営の経験で培われた見識に基づき発
言を行っております。また、同氏は、指名諮問委員会、報酬諮
問委員会の委員長ならびにコンプライアンス委員会の委員を務
め、独立した客観的な立場から当社の経営の透明性の維持・向
上に寄与しております。

布施木 孝叔
（社外取締役）

取締役会18回/18回
指名諮問委員会5回/5回
報酬諮問委員会2回/2回
コンプライアンス委員会4回/4回

当期に開催された取締役会の全てに出席し、主に公認会計士と
しての専門的知識と監査法人での豊富な経験、コンプライアン
スや内部統制に関する高い見識に基づき発言を行っておりま
す。また、同氏は、コンプライアンス委員会の委員長ならびに
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務め、独立した
客観的な立場から当社の経営の透明性の維持・向上に寄与して
おります。

泉 弘 毅
（社外取締役）

取締役会13回/13回
指名諮問委員会3回/3回
報酬諮問委員会1回/1回
コンプライアンス委員会3回/3回

就任後に開催された取締役会の全てに出席し、安全・品質管理
分野における豊富な知見と企業経営の経験で培われた見識に基
づき発言を行っております。また、同氏は、指名諮問委員会お
よび報酬諮問委員会ならびにコンプライアンス委員会の委員を
務め、独立した客観的な立場から当社の経営の透明性の維持・
向上に寄与しております。

安 田 恵
（社外監査役）

取締役会18回/18回
監査役会13回/13回

当期に開催された取締役会および監査役会の全てに出席し、主
に公認会計士としての専門的見地や内部統制に関する高い見識
に基づき発言を行っております。

松 本 真 輔
（社外監査役）

取締役会18回/18回
監査役会13回/13回
コンプライアンス委員会4回/4回

当期に開催された取締役会および監査役会の全てに出席し、主
に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。ま
た、コンプライアンス委員会の委員を務め、当社の経営の透明
性の維持・向上に寄与しております。

（注）上記の取締役会の開催回数には、会社法第370条および当社定款第25条第４項の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議を含んでおりません。
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4. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人

（2）当期に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

75百万円
②当社および当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額

75百万円
（注）1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠な

どが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額が相当であると判断したので、同
意いたしました。

2. 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額は、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等
の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額の合計であります。

3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているＰｗＣのメ
ンバーファームの監査を受けております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また、監査役会で定めた「会計監査人評価・選定基準」に基づき、会計監査人の交代が

必要であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する
議案の内容を決定します。
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5. 会社の体制および方針
内部統制システムに関する基本方針

当社は、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針について、取締役会におい
て以下のとおり決議しております。

（1）取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①取締役および従業員が法令、定款および諸規程を遵守し、社会規範や良識に基づき倫理
的で誠実な企業活動に徹するために綜研化学グループ倫理綱領を定め、コンプライアン
スハンドブックなどにより、その浸透・定着を図る。

②取締役は、職務執行にあたり、効率的かつ健全で、透明性の高い経営の実現を目指し、
取締役および従業員の職務執行が適正に行われるための体制を構築する。
ア 規程の整備

法令、定款および企業理念を踏まえて、取締役および従業員が職務を執行するうえ
で必要となる社内ルール、手続きなどを規程として整備する。

イ コンプライアンス体制
代表取締役社長をコンプライアンス最高責任者とし、当社および子会社のコンプラ

イアンス推進体制を構築する。また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委
員会を設置し、当社グループのコンプライアンス活動を監視するとともに、コンプラ
イアンスに関する重要事項を審議し、取締役会に答申する。

ウ 活動状況の確認と是正のための体制
業務の適正を確保するため内部監査室を設置し、監査結果について適宜代表取締役

社長および取締役会に報告する。
エ 内部通報制度

当社および子会社を対象とする「内部通報・相談窓口」を設置し、コンプライアン
ス違反行為等の早期発見と未然防止を図る。

（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応

じて適切かつ確実に保存・管理する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業価値を損ねる可能性がある重要なリスクに対して、代表取締役社長

をリスク管理統括責任者とする適切な管理体制を整備するとともに、リスク管理規程に基
づき、経営環境の変化に応じたリスク管理活動を推進する。
なお、重大な危機が生じた場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置

し、損失を最小限にとどめるよう努める。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役
会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

②執行役員制度の下、取締役による経営の意思決定および執行監督と、執行役員による業
務執行機能が迅速かつ効率的に行われる体制を確保する。

③取締役会の決定に基づく業務執行については、組織管理規程および職務権限規程におい
て社内組織、業務分掌および職位ごとの責任と権限を定め、これに基づき実行する。

（5）当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①業務の適正を確保するため、綜研化学グループ倫理綱領を基礎として、当社および子会
社において諸規程を整備・運用し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。

②経営管理については、関係会社管理規程により、子会社が当社の承認を要する事項およ
び報告すべき事項を明確にするとともに、子会社ごとに運営管理を担当する所管本部を
定めて、当社グループの経営方針および所管本部の事業戦略の周知・徹底、子会社の管
理・監督・支援を行う。

③内部監査室は、当社および子会社における法令遵守やリスク管理の状況、その他業務処
理の適正性について、定期的に監査を行い、代表取締役社長および取締役会に報告す
る。

（6）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部

統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に
評価し、必要な是正を行う体制を構築し、運用する。

（7）監査役の適正監査を確保するための体制
①監査役会において定めた監査の方針に基づき、監査役が取締役会のほか、必要な重要会
議に出席すること、取締役および従業員から職務執行状況の聴取ならびに各部門や子会
社の調査等を実施することを保証する。

②当社および子会社の取締役および従業員は、監査役が要求した事項、業績に重大な影響
を及ぼす可能性のある事項、法令違反など不正行為に関する事項などについて、監査役
に遅滞なく報告するものとする。なお、監査役への報告を行った者に対して、当該報告
を理由として不利益な取扱いを行わないものとする。

③監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人および内部監査室と
の定期的な意見交換の場を設ける。

④監査役が職務執行について生ずる費用を請求した場合は、当該監査役の職務執行に必要
でないと認められる場合を除き、拒むことができないものとする。
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（8）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項および使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監
査役補助者を任命する。

②監査役補助者の異動、人事考課および給与の改定にあたっては、監査役会の同意を得る
ものとする。また、監査役補助者は、監査役の指揮命令に従い、取締役および他の従業
員からの指揮命令を受けないものとする。

（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制整備状況
反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、綜研化学グループ倫理綱領

において「あらゆる反社会的勢力からの不法・不当な要求には応じず、一切の関係を遮断
する。」と定める。
また、従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に関する教育や所管警察署、弁護士等

の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力による被害防止を図る取組みを進める。さ
らに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢
力排除に関する情報収集や各種外部研修への参加を実施し、万が一に備えた体制整備に努
めるものとする。

内部統制システムの運用状況の概要
当社は、上記の基本方針に基づいて内部統制システムの整備・運用を進めており、当期

における主な運用状況は、以下のとおりであります。

（1）取締役の職務の執行に関する事項
①取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は
書面決議を含めて20回開催し、経営に関する重要事項の決定および業務執行状況の報
告をするとともに、取締役の業務執行の適正性および適法性について監督を行っており
ます。

②取締役および執行役員を構成員とする事業推進会議を当期は13回開催し、経営上の重
要な事項について審議することにより、意思決定の迅速化を図っております。

（2）法令遵守に関する事項
①当社グループの法令遵守状況をチェックするとともに、コンプライアンスに対する意識
調査や教育研修を実施するなど、コンプライアンス推進に取り組みました。また、社外
取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を当期は４回開催し、当社グループの活
動状況を監視し、取締役会に状況を報告するとともに、改善に向けた提言を行っており
ます。
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②財務報告、労務管理および品質管理の適正性確保や安全・環境法令の遵守を徹底するた
め、電話回線またはインターネット等（以下、「電話等」といいます。）を経由した手段
を活用しながら、担当部門が関連情報を収集するとともに、グループ各社・関係部門へ
の指導・教育等を実施しております。

③内部監査室は、代表取締役社長へ監査の実施状況等について報告するとともに、取締役
会へも直接報告を行うことにより、監査の実効性を確保しております。

④海外を含むグループ各社の従業員が利用できる内部通報・相談窓口を設置・運用してお
ります。

（3）損失の危険の管理に関する事項
経営環境の変化に応じたリスクに迅速かつ適切に対応するため、事業推進会議におい

て、リスク情報を共有・評価し、対応策を検討・推進しております。また、リスク管理規
程に基づくリスクの識別・評価を実施し、その結果を踏まえて当社グループ全体の重大リ
スクを取締役会で特定し、対応策の進捗を監督しております。

（4）子会社管理に関する事項
①関係会社管理規程に基づき、子会社の経営上重要な決定事項については当社の事前承認
を求めており、子会社の業務執行状況については毎月の事業推進会議で担当執行役員か
ら報告を受けております。また、電話等を経由した手段を活用しながら、取締役および
執行役員が定期的に子会社の代表者から事業計画の進捗の報告を受けるなどして、子会
社の経営状況を監督しております。

②子会社における業務の適正を確保するため、法令遵守、リスク管理およびその他業務の
適正性について、内部監査室による監査を実施しております。

（5）監査役の職務執行に関する事項
①監査役は、取締役会のほか、必要に応じて事業推進会議などの重要会議に出席し、適宜
意見を述べております。また、電話等も経由した手段を活用しながら、取締役および執
行役員から職務執行状況を聴取するとともに、各部門および子会社に対するヒアリング
を実施しております。当期は監査役会を13回開催し、情報共有を図っております。

②監査役は、社外取締役、内部監査室および会計監査人と監査結果に関する報告や情報・
意見交換等を行っております。なお、当期は、社外取締役と3回、内部監査室と12回、
会計監査人と8回会合を開催しております。

③監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、従業員から監査役補助者を１名
任命し、監査役会に関する資料作成、情報収集および運営補佐を行っております。
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連結貸借対照表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
使 用 権 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

33,435,181
8,413,644
8,776,667
2,629,904
7,500,000
4,014,094

53,509
1,716,581
394,698
△63,919

20,679,707
18,883,370
8,257,164
7,029,736
1,491,210
608,357
302,932

1,193,969
669,370
669,370

1,126,967
76,578

967,746
209,391

△126,750

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金

未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
完 成 工 事 補 償 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 に 係 る 負 債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

13,295,612
6,927,702
409,848

1,551,540
912,686
271,311
670,717
52,000
5,000

16,055
2,478,750
2,816,121
1,671,213
1,008,915

50,289
85,702

負 債 合 計 16,111,734
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 32,818,773
資 本 金 3,361,563
資 本 剰 余 金 3,435,340
利 益 剰 余 金 26,034,025
自 己 株 式 △12,156
その他の包括利益累計額 5,184,382
その他有価証券評価差額金 40,680
為 替 換 算 調 整 勘 定 4,629,619
退職給付に係る調整累計額 514,082

純 資 産 合 計 38,003,155
資 産 合 計 54,114,889 負債純資産合計 54,114,889
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連結損益計算書
（ 2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 47,633,842
売 上 原 価 31,855,681
売 上 総 利 益 15,778,161
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,430,695
営 業 利 益 6,347,465
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 88,278
補 助 金 収 入 68,487
為 替 差 益 6,089
そ の 他 の 営 業 外 収 益 49,316 212,171

営 業 外 費 用
支 払 利 息 133,815
支 払 手 数 料 80,067
そ の 他 の 営 業 外 費 用 6,110 219,992

経 常 利 益 6,339,644
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 224 224
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 42,886
固 定 資 産 除 却 損 45,055
投 資 有 価 証 券 売 却 損 794
投 資 有 価 証 券 評 価 損 52,536
シ ス テ ム 障 害 対 応 費 用 36,860 178,133

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,161,736
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,839,502
法 人 税 等 調 整 額 △56,295 1,783,206
当 期 純 利 益 4,378,529
親会社株主に帰属する当期純利益 4,378,529
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連結株主資本等変動計算書
（ 2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

当 期 首 残 高 3,361,563 3,422,850 22,442,246 △22,129 29,204,530
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △786,750 △786,750
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,378,529 4,378,529
自 己 株 式 の 取 得 △240 △240
自 己 株 式 の 処 分 12,489 10,213 22,703
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 − 12,489 3,591,779 9,973 3,614,242
当 期 末 残 高 3,361,563 3,435,340 26,034,025 △12,156 32,818,773

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 28,551 3,292,856 209,443 3,530,851 32,735,381
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △786,750
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,378,529
自 己 株 式 の 取 得 △240
自 己 株 式 の 処 分 22,703
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 12,129 1,336,762 304,638 1,653,530 1,653,530

当 期 変 動 額 合 計 12,129 1,336,762 304,638 1,653,530 5,267,773
当 期 末 残 高 40,680 4,629,619 514,082 5,184,382 38,003,155
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

23,467,573
2,615,185
114,534

1,142,292
5,034,908
7,500,000
1,779,866
620,213
87,429

3,854,528
718,614

14,938,058
6,491,352
3,775,783
125,882

1,012,205
11,969

342,768
1,157,748

64,995
606,101
604,174

1,927
7,840,604

76,578
1,563,017
5,221,513

62,974
912,069
131,199

△126,750

流 動 負 債
支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

6,929,086
19,251

229,890
4,965,973
810,498
206,650
28,533

566,410
47,000
54,878

2,757,800
1,000,000
1,689,011

50,289
18,500

負 債 合 計 9,686,887
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
研 究 開 発 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

28,678,063
3,361,563
3,455,068
3,402,809

52,259
21,873,587

82,000
21,791,587

500,000
16,075,000
5,216,587
△12,156
40,680
40,680

純 資 産 合 計 28,718,744
資 産 合 計 38,405,631 負債純資産合計 38,405,631
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損 益 計 算 書
（ 2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 20,362,681
売 上 原 価 14,565,216
売 上 総 利 益 5,797,465
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,943,235
営 業 利 益 854,230
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,956,248
そ の 他 営 業 外 収 益 49,828 4,006,077

営 業 外 費 用
支 払 利 息 8,790
支 払 手 数 料 64,423
為 替 差 損 14,868
そ の 他 営 業 外 費 用 176 88,257

経 常 利 益 4,772,049
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,982
投 資 有 価 証 券 売 却 損 794
投 資 有 価 証 券 評 価 損 52,536
シ ス テ ム 障 害 対 応 費 用 35,568 91,882

税 引 前 当 期 純 利 益 4,680,167
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 549,941
法 人 税 等 調 整 額 △61,947 487,994
当 期 純 利 益 4,192,173
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株主資本等変動計算書
（ 2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

研究開発
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,361,563 3,402,809 39,769 3,442,578 82,000 500,000 14,275,000 3,611,164 18,468,164 △22,129 25,250,177

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △786,750 △786,750 △786,750

当 期 純 利 益 4,192,173 4,192,173 4,192,173

別 途 積 立 金 の 積 立 1,800,000 △1,800,000 − −

自 己 株 式 の 取 得 △240 △240

自 己 株 式 の 処 分 12,489 12,489 10,213 22,703
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 − − 12,489 12,489 − − 1,800,000 1,605,423 3,405,423 9,973 3,427,886

当 期 末 残 高 3,361,563 3,402,809 52,259 3,455,068 82,000 500,000 16,075,000 5,216,587 21,873,587 △12,156 28,678,063

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 28,551 28,551 25,278,729

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △786,750

当 期 純 利 益 4,192,173

別 途 積 立 金 の 積 立 −

自 己 株 式 の 取 得 △240

自 己 株 式 の 処 分 22,703
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 12,129 12,129 12,129

当 期 変 動 額 合 計 12,129 12,129 3,440,015

当 期 末 残 高 40,680 40,680 28,718,744
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月21日
綜研化学株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五 代 英 紀
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 天 野 祐一郎

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、綜研化学株式会社の2024年4月1日から2025年3

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、綜研化学株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な

監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年5月21日
綜研化学株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五 代 英 紀

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 天 野 祐一郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、綜研化学株式会社の2024年4月1日から

2025年3月31日までの第77期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第77期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、監査役会を毎月定期的に開催し各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回
線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の役員等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月21日
綜研化学株式会社 監査役会
常勤監査役 野 村 明 ㊞
常勤監査役 泉 浦 伸 行 ㊞
社外監査役 安 田 恵 ㊞
社外監査役 松 本 真 輔 ㊞

以 上
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所在地：
2025年６月25日（水曜日）　午前10時（受付開始 午前９時30分）日　時：綜 研 化 学 株 式 会 社

株主総会会場ご案内図

JR山手線「高田馬場」駅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・戸山口・徒歩２分
西武新宿線「高田馬場」駅・・・・・・・・・・・・・・・・・戸山口・徒歩２分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅・・・・・３番出口・徒歩５分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅・・・・・５番出口・徒歩５分

交・通

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
※お土産の配布および株主懇談会はございません。
　何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


